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不服申立て事案答申第 253 号 

不服申立て事案諮問第 265 号 

件名： 質問書に対する回答書の不開示（ 不存在） 決定に関する件 

 

答        申 

 

１  審議会の結論 

愛知県警察本部長（ 以下「 処分庁」 と いう 。） が、 審査請求人に係る別記に掲げ

る保有個人情報（ 以下「 本件請求対象保有個人情報」 と いう 。） の開示請求につい

て、 不存在を理由と し て不開示と し たこ と は妥当である。  

 

２  審査請求の内容 

( 1)  審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第 57 号。

以下「 法」 と いう 。） に基づき 審査請求人が令和 5 年 7 月 12 日付けで行っ た保有

個人情報開示請求に対し 、処分庁が同月 26 日付けで行っ た不開示決定について、

該当する文書が存在するため開示を求めると いう も のである。  

( 2)  審査請求の理由 （ 略）  

 

３  処分庁の主張要旨 

処分庁の弁明書における主張は、 おおむね次のと おり である。  

 ( 1)  本件処分の内容及び理由 

  ア  事実経過 

     ( ｱ)  保有個人情報開示請求の受理 

令和 5 年 7 月 12 日、 審査請求人は A 警察署において、 同人が令和 5 年 6

月 15 日に A 警察署長宛てに提出し た質問書に係る「 回答書」 等の開示を 求

める保有個人情報開示請求書を提出し たこ と から 、 処分庁は、 こ れを 受理し

た。  

          なお、 当該請求書の開示請求を する保有個人情報の内容欄は、  

「 私は、令和 5 年 6 月 15 日 A警察署長あてに質問書を 提出し まし た。そ

こ で 

          ① 私が提出し た「 質問書」  

          ② 「 回答書」  

         ③ 質問書に対し 、 どのよう な対応処理を き めた「 決裁書」  

       と 記載さ れていた。  
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   ( ｲ)  開示請求に係る保有個人情報の特定 

本件開示請求の『 ③質問書に対し 、どのよう な対応処理を き めた「 決裁書」』

について探索を 実施し たと こ ろ 、 A 警察署で保管する警察安全相談等・ 苦情

取扱票（ 令和 5 年 6 月 15 日受理） が当該質問書への対応状況が記載さ れた

書類であると 判明し たこ と から 、 同取扱票の内容を 確認し た。  

審査請求人が発し た質問書は、 証拠物件保存簿（ 平成 24 年第 10 号・ 第 47

号） に関し て                

1  「 所有者又は差出人の住居及び氏名」 が異なるのはなぜですか。    

2  「 本保管年月日」 が異なる理由。                

3  「 備考欄」 に庁外保管と 記載さ れているが、 どこ に保管さ れているの

か。  

と 記載さ れていた。 こ の質問事項 3 点は A 警察署が当該質問書を 受け取

る 以前に、 審査請求人から 口頭で質問を 受けていたも のであり 、 それに対

し て A警察署員により 口頭で回答さ れていたこ と が確認さ れた。  

       さ ら に、 同取扱票内には「 文書での回答は行わないこ と と する。」 と 記載

さ れており 、 A警察署長まで報告さ れた上、 所属長指揮事項に「 了解」 と 記

載さ れていた。  

       よっ て、 当該質問書に対する回答書は作成さ れておら ず、 本件審査請求

に係る保有個人情報は存在し ないこ と を確認し た。  

     ( ｳ)  本件処分 

       処分庁は、 本件保有個人情報は保有し ていないため、 法第 82 条第 2 項の

規定に基づき 、 開示を し ない旨の決定をし 、 本件決定通知書（ 令和 5 年 7

月 26 日付け務住発第 2767 号） により 審査請求人に通知し た。  

   イ  本件処分の理由 

      本件保有個人情報については、( 1) ア( ｲ) のと おり 、作成さ れていないため、

保有し ていないも のである。  

      法第 82 条第 2 項においては、開示請求に係る保有個人情報の全部を 開示し

ないと き には、「 開示請求に係る保有個人情報を 保有し ないと き を 含む」 と 規

定さ れている。  

      よ っ て、 本件処分は、 不存在のため不開示と し たも のであり 、 法の規定に

基づく 適正な処分である。  

( 2)  審査請求人の主張の失当性 

    審査請求人は、「 質問書が存在するのに、回答書が不存在なのは不合理であり 、

存在するはずなので、 開示を求める」 と 主張し ている。  

     し かし ながら 、 当該質問書を 受理し た A 警察署においては、「 文書で回答を 行

わない」 と の判断がなさ れているこ と から 、 回答書が作成さ れていないこ と は明
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ら かであり 、不存在のため不開示決定をし た本件処分は法の規定に基づく 適正な

処分であり 、 審査請求人の主張は失当である。  

( 3)  結語 

    以上のと おり 、 本件処分は法の規定に基づく 適正なも のであり 、 本件審査請求

に係る審査請求人の主張に理由がないこ と は明白であるこ と から 、本件審査請求

は棄却さ れるべき である。  

 

４  審議会の判断 

( 1)  本件請求対象保有個人情報について 

   本件請求対象保有個人情報は、審査請求人が処分庁に提出し た令和 5 年 6 月 15

日付け質問書に対する回答書である。  

 ( 2)  本件請求対象保有個人情報の存否について 

   処分庁によれば、 審査請求人が提出し た令和 5 年 6 月 15 日付け質問書の処理

結果については、 警察安全相談等・ 苦情取扱票（ 令和 5 年 6 月 15 日受理のも の）

に記載さ れており 、 当該質問書の質問内容は、 A 警察署が当該質問書を受け取る

以前に審査請求人から 口頭で質問を受けていたも ので、それに対し て A警察署員

から 審査請求人に対し て口頭で回答し ていたこ と から 、文書での回答は行わない

こ と と し たと のこ と である。  

   当審議会において処分庁から 提出さ れた警察安全相談等・ 苦情取扱票（ 令和 5

年 6 月 15 日受理のも の） の内容を 確認し たと こ ろ 、 申出の要旨及び受理時にお

ける 取扱状況欄に「 文書での回答は行わないこ と と する 。」 と の記載があり 、 さ

ら に所属長指揮事項欄に「 了解」 と 記載さ れているこ と から 、 解決し たも のと し

て処理さ れているこ と が認めら れる。  

   こ れら のこ と から すれば、本件請求対象保有個人情報は存在し ないと する処分

庁の説明に、 特段不自然、 不合理な点があると は認めら れない。  

 ( 3)  審査請求人のその他の主張について  

   審査請求人のその他の主張は、 当審議会の判断に影響を 及ぼすも のではない。

( 4)  まと め 

   以上により 、「 １  審議会の結論」 のと おり 判断する。  

 

 

別記 

 私は令和 5 年 6 月 15 日 A警察署長あてに質問書を提出し まし た。  

 そこ で②「 回答書」
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（ 審議会の処理経過）  

年 月 日 内                        容 

5 .  9 . 2 7 諮問（ 弁明書の写し を 添付）  

6 . 1 1 . 1 1 

 ( 第 243 回審議会)  
審議 

6 . 1 2 . 1 6 

 ( 第 244 回審議会)  
審議 

7 .  1 . 2 9 答申 

 

 


